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   本県を取り巻く状況 

 

(1) 県勢の概要 

本県では、人口減少や過疎化が見込まれるほか、建設業元請売上高は減少傾向、製造品出

荷額や観光入込客数は増加傾向で推移しています。 

(2) 循環型社会構築に向けた国の動向 

国の第三次循環型社会形成推進基本計画（平成 25 年５月）において、循環型社会形成に

関する政策課題は、循環を質の面からも捉え、環境保全と安全・安心を確保したうえで、廃

棄物を貴重な資源やエネルギー源として一層有効活用する新たなステージに進んだとしてい

ます。また、廃棄物処理法に基づく国の基本方針は、非常災害時に関する事項の追加などの

変更が平成 28 年１月に行われました。 

(3) 再生可能エネルギーの利用拡大 

東日本大震災を契機としてエネルギー政策や環境政策が見直され、再生可能エネルギーの

積極的な利用拡大が図られており、廃棄物処理においてもバイオマスなどの未利用エネルギ

ーの活用が望まれます。 

(4) 三重県環境基本計画（平成 24 年４月） 

かけがえのない地球環境の中で、自然と共生した環境への負荷の少ない持続可能な社会の

構築を、「協創」という考え方により進めることとしています。 

 

 

2016.5.26～27 伊勢志摩サミット開催 

開催地 志摩市賢島  
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   本県が取り組むべき循環型社会への課題 

[一般廃棄物に係る課題] 

(1) ごみの発生・排出抑制、循環的利用の推進 

ごみの排出量や最終処分量は着実に削減され、資源化率についても高い水準を維持してい

ますが、３Ｒの取組を一層進める必要があります。 

(2) 多様な主体による資源回収との連携 

再生事業者や小売店等の拠点における資源回収が活発化しており、多様な主体と連携し、

適正で利便性の高い資源回収の取組を進めていくが望まれます。 

(3) 資源循環の質の向上 

枯渇性資源の再資源化や、廃棄物の持つ未利用エネルギーの有効活用、再資源化に係る環

境負荷の低減など、資源循環の質に着目した取組が望まれます。 

(4) 未利用エネルギーの有効活用 

再生可能エネルギーの利用拡大が望まれる中、市町で焼却されている廃棄物から熱回収、

発電を行う体制をできる限り整備していくことが望まれます。 

(5) 公正で効率的なごみ処理システムの構築 

処理経費の負担について住民の理解が得られやすい公正で効率的なごみ処理システムの構

築に向けた取組を進めていくことが望まれます。 

(6) 大規模災害に備えた災害廃棄物処理体制の構築 

南海トラフ地震などの大規模災害に対応するため、各主体が連携し適正かつ円滑にがれき

などの災害廃棄物処理が行われるための体制を整備することが求められています。 

 

[産業廃棄物に係る課題] 

(1) 産業廃棄物の発生・排出抑制、循環的利用の推進 

産業廃棄物の排出量は、景気の動向に影響を受け、明確な減少傾向は見られない状況にあ

り、排出事業者が３Ｒに一層取り組んで行く必要があります。 

(2) 資源循環の質の向上 

枯渇性資源の有効利用や未利用エネルギーの有効活用、地域内での循環など資源循環の質

に着目した取組が望まれます。 

(3) 産業廃棄物処理の安全・安心の確保 

産業廃棄物の適正処理と透明性の向上に向けた取組や、不法投棄等への早期発見・早期対

応、行政代執行による早期の支障除去などを進めて行く必要があります。
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第3章 基本理念と取組方向 

   基本理念 

 

 

大量生産、大量消費型の社会経済活動により、物質の健全な循環が阻害され、自然破

壊、地球温暖化、天然資源の枯渇等地球規模の環境問題が懸念されています。また、大

量の廃棄物の発生に対しては、３Ｒや適正処理の取組を進め、これまでの取組の成果が

実感できるようになってきましたが、持続可能な循環型社会の構築に向け、一層の取組

が必要となっています。 

これまで、循環を量的な側面から捉え取組を進めてきましたが、さらに循環を質の面

からも捉え、環境保全と安全・安心を確保した上で、廃棄物を貴重な資源やエネルギー

源として一層有効活用する取組を進めることで、天然資源の使用を抑制し、環境への負

荷が可能な限り低減される安全で安心な循環型社会づくりを推進します。 

そのため、県民、事業者、行政等さまざまな主体の協創により、地域特性や資源の性

質に応じた最適な規模の地域循環圏の形成に取り組み、持続可能な循環型の地域づくり

を進めていきます。 

こうした考え方に基づき、廃棄物の３Ｒと適正処理を進め、環境の保全と安全・安心

を確保しつつ、循環の質にも着目し、廃棄物を貴重な資源やエネルギーとして活用する

とともに、協創による最適な規模での地域循環の形成に取り組むことにより、低炭素社

会や自然共生社会につながる循環型社会の構築をめざします。 

  

1 

三重県ごみゼロキャラクター 

ゼロ吉ファミリー 

これからは、循環の質も

重視して、循環型社会の

構築をめざすゼロ！ 
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第5章 各主体の役割と進捗管理 

   各主体の役割 

(1) 県民・NPO 

県民は、アクティブ・シチズンとして、循環型社会構築に向けた取組に主体的に参画す

ることが望まれます。NPO 等の民間団体は、自らの活動に加え、情報発信や、各主体の協

働のつなぎ手としての役割などが期待されます。 

(2) 事業者 

事業者は、廃棄物の発生・排出抑制を進めるとともに、適正処理と透明性の確保が求めら

れます。また、拡大生産者責任の考え方による製品設計、使用済製品の引取などが望まれま

す。小売事業者は資源回収を進める取組などが望まれます。 

(3) 廃棄物処理業者 

廃棄物の適正な処分や循環的利用を進めつつ、処理状況の公開など事業の透明性を高める

ことが必要です。また、一層の環境負荷の低減や生活環境の保全、資源循環の質の向上に努

めることが望まれます。 

(4) 市町 

発生・排出抑制、循環的利用、適正処理について、各市町の一般廃棄物処理基本計画に

基づき施策を進めるとともに、本計画のめざす姿の実現に向け、地域の特性、事情に応じ

て自主的・自立的に取組を推進することが求められます。 

(5) 県 

県は、本計画に定める目標の達成に向け、市町への技術的支援、事業者に対する助言や

指導など関係者と連携し総合的に施策を実施します。大規模災害の発生時には、三重県災害

廃棄物処理計画に基づき、支援及び協力体制を整える調整機能などを担います。 

 

   計画推進の進捗管理 

県民・NPO、事業者、市町等さまざまな主体と計画の進捗状況を共有し、取組を点検・評

価し公表を行う体制を整備し、計画の実効性を担保していきます。
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編集／発行 三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課 

〒514－8570 三重県津市広明町 13番地 
 

【問い合わせ先】 

○廃棄物の３R及び適正処理に関すること 

廃棄物・リサイクル課 
電 話： 059－224－3310（廃棄物政策班） 
 059－224－2385（リサイクル推進班） 
 059－224－2475（廃棄物規制・審査班） 
ＦＡＸ： 059－222－8136 
e-mail： haikik@pref.mie.jp 

 

○産業廃棄物の監視・指導に関すること 

廃棄物監視・指導課 
電 話： 059－224－2388 
ＦＡＸ： 059－222－8136 
e-mail： kanshi@pref.mie.jp 

 

○産業廃棄物の不適正処理対策に関すること 

廃棄物適正処理プロジェクトチーム 
電 話： 059－224－2483 
ＦＡＸ： 059－224－2530 
e-mail： tekisei@pref.mie.jp 

 

 


